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〔要　　　旨〕

ICAでは、30年ぶりに「協同組合のアイデンティティ声明」（95年声明）の見直しに向けた

議論が進められている。

現在、第２次改訂案に対する意見をもとに次の改訂案に向けた作業が進行中であるが、改

訂案を見ても改訂を迫るほどの環境変化があったとは思えない。

改訂にあたっては、その前提として、現在の声明が世界中の協同組合においてどのような

形で受け止められ実践されてきたのか、その後の環境変化のなかで耐え得ないものとなった

のか、といった点についての検証が不可欠である。

当然ながら改訂しないといった選択肢もあるが、改訂の是非そのものより重要なのは、協

同組合が存在する理由は組合員にあり、組合員自身がどういう価値観を共有し、どのように

実践してきたのかといったことについての議論と検証である。
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協同組合原則は、1895年に設立された国

際協同組合同盟（ICA）が1921年にいわゆ

るロッチデール原則を定式化したことに始

まり、その後37年、66年のICA大会で改訂

され、現在のそれは95年のICA大会で改訂

されたものである（その間にも若干の字句

修正は行われている）。このように環境の

変化を踏まえ約30年ごとに見直しが行われ

てきている（注１）。それは、環境変化に

対応するために、原則をどのように解釈

し、適用するかが模索されてきたからにほ

かならない。95年声明の立案の中心を担っ

たマクファーソンは、30年ごとに運動内で

再交渉できる可能性が開かれているように

思われる（MacPherson［2012a］）としてい

るが、現在、ICA設立125周年を記念した第

31回ソウル大会（2021年）で、「協同組合

のアイデンティティ」に関しての世界的協

議が提起されたことを受け、原則見直しの

議論が進んでおり、第２次の改訂案が示さ

れている段階（意見募集は昨年11月末日に

締め切られた）にある。

95年の原則改訂からすでに30年が経過す

るが、その後の協同組合をめぐる環境変化

等を踏まえるにしても、現行の原則（特定

の原則に言及しない場合、文脈によっては

協同組合の定義、価値、および原則を含ん

だものとして「原則」という表現を用いて

いる）の改訂は果たして必要なのか、仮に

改訂が必要だとしても、現在提示されてい

る改訂案は普遍的に妥当かといった点では

疑問が残る。

今後の議論の方向性としては、改訂をせ

ず95年の原則を維持するという選択肢も残

されているが、本稿の目的は、遅ればせな

がら、改訂案のもつ問題点等を批判的に検

証し、今後の原則改訂の議論とあわせ、こ

れを機にそれぞれの協同組合および組合員

が自らの協同組合を見つめ直すための一助

にしようとするものである。

なお、筆者自身の考えや提案らしきもの

を含んでいるが、具体的な修正提案を用意

したものではないことをあらかじめお断り

しておきたい。
（注１）ロッチデール原則の歴史・議論・意義等に
関しては、Macgillivray（1992）, Fairbairn（1994）
を参照のこと。

協同組合とは何かを明らかにすること

は、協同組合という組織体に関する立法の

根拠ないしは基礎を提供するものであるた

め、極めて重要である。今日のような簡明

な定義の有無にかかわらず、協同組合とい

う組織に関する立法にあたっては、協同組

合が有する他の企業体とは異なる特質を明

らかにすることが不可欠である。ちなみ

に、わが国の戦後の協同組合に関する立法

は、1937年または66年のICAの原則が前提

となっており、その後の原則改訂が反映さ

れたものとなっていない。

ところで、ICAの95年声明では、協同組

はじめに

１　協同組合の定義
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ある。これは後述する「コミュニティへの

関与」の原則の解釈にも密接に関連する問

題であるが、もっぱら組合員以外の者に対

してサービスを提供する団体は、協同組合

とは呼べないからである。

今般の見直し議論では、協同組合の定義

に関しての修正提案はないが、95年声明に

おける定義は、協同組合がアソシエーショ

ンであると同時に企業（enterprise）とい

う、二重の組織的性格を帯びていることを

明らかにしている。そしてこの組織の二重

性は、協同組合のアイデンティティの基礎

を形作っているものであり、そのどちらに

重きを置くかによって価値観や原則をどの

ように整理、解釈するかという問題に影響

を及ぼしている。
（注２）ILOの定義は、その後2022年の勧告決議
(R193)によってICAの定義に置き換わっている。

1970年代後半から95年までは、協同組合

の存在意義と価値観をめぐる議論・論争で

あった。それは、小売・流通革命のなかで

のヨーロッパ主要諸国における消費生活協

同組合の経営破綻や株式会社への転換、発

展途上国における開発のための政策遂行手

段化とその後の国際機関による構造調整政

策による自由化の波のなかでの混乱、冷戦

下のイデオロギーの対立のもとでの協同組

合の理念の対立とソ連邦崩壊後の社会主義

諸国の独立・民主化のなかでの混乱、さら

には新たな種類の協同組合の誕生・発展と

合を次のように定義した。

「協同組合とは、共同で所有する民主的

に管理された企業（enterprise）を通じて、

共通の経済的、社会的、文化的ニーズと願

望を満たすために自発的に団結した人々の

自律的な団体（association）である」

これに先立ち、国際労働機関（ILO）は、

発展途上国の経済・社会開発における協同

組合の役割という文脈のもとであるが、66

年の決議（R127）のなかで、協同組合を次

のように定義している（注２）。

「協同組合とは民主的に管理された組織

（organisation）の形成を通じ共通する目的

を達成するために、必要な資本を公平に拠

出し、メンバーが積極的に参加する事業

（undertaking）のリスクと便益を公正に受

け入れた人々が自発的に結集した団体

（association）である」

ICAの95年声明では、組合員の「共通の

目的」として、経済的な目的に加え社会的、

文化的な目的（ニーズと願望）を明示する

一方、協同組合の最も特徴的な特質である

民主的な管理を除いては、資本への公平な

拠出、メンバーが事業に積極的に参加しそ

のリスクと便益を公正に享受する点は原則

に関連するものとして整理されている。し

かし、事業のリスクと便益の公正な享受と

いう側面は、ILOの定義に比べると少しあ

いまいになっている。

なお、95年声明では、協同組合の定義に

社会的、文化的な目的を追加したが、協同

組合の種類を問わずにこれらが直接の目的

となるわけではない点には、留意が必要で

２　協同組合の価値観
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も異なるのであって、現行の表現を維持す

るのが適切であろう。

次に、「自助（self-help）」を「相互自助

（mutual self-help）」という概念に、「自己

責任（self-responsibility）」を「自己責任

（personal responsibility）」という表現に置

き換えることが提案されている。

“Self-help”という概念は、すべての人が

自分の運命をコントロールしようと努力す

るし努力すべきだという信念（Watkins

［1986］, MacPherson［1996］）、すなわち人

間の尊厳を重視する思想にほかならない。

協同組合は、相互自助の組織だとよくいわ

れるが、手段的な意味合いのある“mutual”

という概念を付け加えることによって、人

間の本質に潜む自助の概念をあいまいにし

かねない。また、この“self-help”という概

念は、最後に掲げられている“solidarity

（連帯）”という概念と対で理解される必要

がある。「連帯」とは、単に同情心やシン

パシーといったことを超えて共通の目標に

向かって共に行動するという概念を含むも

のであり、協同組合の標語としてよく使用

される「一人は万人にために、万人は一人

のために」という言葉は、そのことを適切

に言い表している。

この連帯は、協同組合思想の核心である

２つの基本的概念の「自助と互助（mutual 

help）」の原因であると同時に結果である

（MacPherson［1994］）といわれるが、「互

助」はいわば手段的な概念として定義に組

み込まれているので、“self-help”という表

現は現行を維持すべきである。

いった協同組合運動をめぐる大きな環境変

化のなかで、協同組合とはいったい何なの

か、という本質的な問いに対する答えが求

められていたからであった。

紙幅の都合からこの価値（観）論争につ

いて跡付けることは省略する（注３）が、

95年声明では、協同組合の価値観について

は、次のように整理している。

「協同組合は、自助、自己責任、民主主

義、平等、公平、連帯という価値観に根ざ

している。創設者の伝統に則り、協同組合

の組合員は、誠実性、オープン性、社会的

責任および他者への思いやりといった倫理

的価値観を信条としている」

このように現行の価値観に関する文章

は、いわば協同組合という組織の基本的な

価値観（第１パラグラフ）と倫理的な価値

観（第２パラグラフ）の２つからなってい

るが、今回の原則改訂の第２次案では、こ

の価値を３つの文章に分けると同時に、英

文の文法的な問題からの一部修正が提案さ

れている。

第１パラグラフ

まず、第１文の「基づいて（based on）」

という表現を「founded on」という表現に改

め、協同組合がこれら価値観に基づいて設

立されているというより強い表現にしてい

る。しかし、価値観は、オープンエンドな

性格のもので（MacPherson［2012a］）、組

合員が設立するに際して共有する価値観

は、協同組合の種類によってもまちまちで

あり、どの価値観に重きを置くかというの
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また、“self-responsibility”という言葉を

“personal responsibility”という表現に改め

る提案があるが、すでに定着した言葉であ

り、あまり使われない表現という理由で改

める意義は乏しく、言葉を変えるとニュア

ンスも少し異なるように感じられる。した

がって、現行の表現を維持するのが適切で

あろう。

第２パラグラフ

現行の第２パラグラフは、協同組合の組

合員が信条としている倫理的な価値観を掲

げるが、改訂案では、文法的な観点から一

部修正し、さらに第３のパラグラフを追加

する提案がなされている。

まず、現行の“In the tradition of their 

founders”から始まるパラグラフについて

は、文法的におかしいという指摘から、主

語を彼ら（founders）にし、彼らが倫理的

価値観を抱いている（embrace）旨の表現に

修正しようとしている。わが国の訳では、

「その創始者たちの伝統を受け継いで」（日

本協同組合学会訳）などと訳されている部

分であるが、協同組合運動の創設者たちの

思想を思い起こすと同時に彼らの精神を受

け継いでいるという視点から第２パラグラ

はその構文を維持すべきである。仮に、文

法的に誤りであるというのであれば、むし

ろ“In the tradition of”を“In accordance 

with the tradition of”とすれば済む話では

ないだろうか。

さらに、「透明性（transparency）」と

「説明責任（accountability）」を価値観の項

目に追加しているが、これは価値観という

よりむしろ民主主義が成立するための前提

条件というべき性格なのであり、追加する

のであればむしろ原則の個所であろう。

次に、価値観の第３パラグラフとして

“Stewards for future generations, they 

pract i se soc ia l and env ironmenta l 

responsibility”を追加する案であるが、

“Stewards”という言葉は、役割（Role）に

関する概念であり、価値観という全体の文

脈に置くべきではないように考える。
（注３）価値観論争の経緯等の概要については、
MacPherson［1996］［2004］［2012a］などを参
照のこと。

95年声明における協同組合原則は、７つ

の原則によって構成されており、95年の原

則改訂は、原則を協同組合の価値観の文脈

に置き（MacPherson［1992］［2012a］）、

「協同組合原則は協同組合の価値観を実践

するための指針である（The cooperative 

principles are guidel ines by which 

cooperat ives put the ir va lues into 

practice.）」と、あくまでも原則をガイド

ラインとして位置付けた。価値観と原則と

の関係については、後述するが、現行の原

則には、性格の異なるものが含まれている。

価値観がそうであるように、協同組合の種

類やその目的、それに規模の大小によって

も原則の解釈や適用の方法などについては

違いが存在している（Novkovic［2006］，

３　協同組合の原則
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Szabó［2007］, Oczkowski et al.［2013］, 

Waring et al.［2022］）。

今般の改訂２次案では、「７つの原則は

協同組合の価値を実践するに際して協同組

合を導く（Seven principles guide cooperatives 

in putting these values into practice.）」と、

原則の規範性を高めることを意識した表現

に改めようとしているが、果たして適切だ

といえるのであろうか。これは、柔軟であ

るべき原則そのものを明確化する代わり

に、現在の慣行（practice）を原則の水準

（level of principle）まで持ち上げようとし

てきたというレイドローが指摘した危険性

（Laidlaw［1980］p.33）に陥ることはない

のであろうか。

価値と原則との関係や原則に関する問題

点については、後にまとめて整理するとし

て、ここではまず、改訂２次案の内容に触

れつつ各原則についての論点を整理しよ

う。

第１原則：自主的で開かれた組合員制

社会的な価値観の変化に応じて差別の項

目を追加しなければならなくなる問題を避

けるために、現行の「性、社会、人種、政

治的、宗教的な差別なしに」という表現を

「あらゆる種類の差別なしに」という表現に

改める提案がなされている。しかし、例示

的に差別の原因を掲げることは、今日でも

なお有効であるように思われる。

第２原則：組合員による民主的管理

現行は、民主的管理の前提として組合員

は協同組合の政策立案と意思決定に積極的

に参加することとしているが、大規模な協

同組合にあってはメンバーが役員を選定す

る以外に積極的に参加していない現状を踏

まえ、議決権（投票権）と発言権が普遍的

な要素であるとして、積極的に参加すると

いう表現を削る提案が行われている。また、

組合員が平等な議決権についての第３パラ

グラフを第１次段階の協同組合とそれ以上

の段階の協同組合のパラグラフの２つに分

ける提案が行われている。

最後の提案は読みやすさのためのようで

あるが、むしろ現行の１人１票について、

かっこ書にしているのはそれ以外の方法も

あることを意識しているようにも解釈でき

るし、現に第１次の協同組合のなかにも単

純な１人１票制によらないものも少なくな

い。したがって、組合員の運営への積極的

参加を削るよりも、90年代以降普及したマ

ルチステークホルダー型の社会的協同組合

やグローバル市場で競争している大規模農

業協同組合等をも包摂するよう、出資（株

式）の数による議決権等の付与以外の柔軟

な民主的手法を包含できるような表現にす

る方がよいのではないかと思われる。

また、グローバルな市場志向型の事業を

展開している大規模農業協同組合等にあっ

ては、持株組織のような協同組合も見られ

るなど、規模の違いや協同組合の種類によ

ってはガバナンスに大きな違いが見られる。

かかる現状を踏まえれば、株式会社等との

本質的な違いを鮮明にする議論が必要であ

ろう。なお、大規模協同組合にあっては組
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合員の運営への積極的参加が行われない実

態があるにせよ、積極的参加の意義は失わ

れていないはずである。

民主主義は、物事を決定するための特定

の方法を意味するものではない。実態を反

映するというのであれば、上述の議決権の

問題も同じであるが、これは「原則」とい

うものの性格をどのようにとらえるかとい

う基本的な問題に帰着する課題である。そ

して、これは“guideline”を“guide”に変

更する・しないといった問題を超えて議論

すべき課題ではないかと思われる。

第３原則：組合員の経済的参加

現行の原則は、組合員の経済的参加は、

資本の構築に関する限定的な記述になって

おり、経済的参加に関して協同組合の提供

するサービスを利用するということを盛り

込むべきではないかという議論があったよ

うである。しかし、労働者協同組合の場合

には組合員がサービスを利用するという関

係にはないことなどもあり、原則は普遍的

で広く適用可能なものであるべきとの考え

から事業利用への参加には言及されていな

い。事業利用義務等についてはメンバーと

しての権利と義務を引き受ける人々に対し

て協同組合の門戸が開かれているという第

１原則のなかで解釈することができる（そ

の限りでは資本の構築に関しても同様に解

釈可能）からかも知れないが、経済的参加

を資本の問題だけにとどめる根拠が不明で

ある。この点で、前述のILOの66年おける定

義にある「事業のリスクと便益を公正に受

け入れる」という表現が包括的で適切であ

るように思われる。

なお、それよりも第３原則で重要な問題

は、出資義務に関するものであろう。原則

自体が歴史的にロッチデール原則を引き継

いできているためであるが、非出資の協同

組合も少なくないように、協同組合にあっ

ては、出資は、理論的にも実際的にも組合

員となるための前提条件ではない。まして、

組合員となるために最低１口の出資を引き

受ける義務があるといったところで、金額

によってはそれは形式的な問題でしかない。

また、協同組合の種類によっては出資が重

要性をもたないものがある一方、資本調達

が重要な問題である協同組合もある。協同

組合が企業体である以上、組合員に効果的

なサービス等を提供するためには、一般的

には資本の増強は必要であるので、組合員

は、資本の充実に公平に参加する旨の表現

にするか、上述のILOの定義にある表現を

採用する方がよいように思われる。

また、不分割積立に関する記述は、剰

余金処分に際しては、「協同組合の将来の

ニーズを満たすために準備金を確保する

（setting aside reserves to meet the 

cooperative’s future needs）」としてい

るが、現行の協同組合の発展のために剰余

金を充当することと何が異なるかが不明瞭

であるうえ、不分割積立金という表現を削

ることは、「価値観」の一部として提案し

ている「将来世代のためのスチュワード

（Stewards for future generations）」という

こととも整合性がとれない。
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提案理由として、現行第３原則は、修飾

語が多く冗長で弱すぎるという理由のよう

であるが、改訂案による定式化の方が冗長

で理解しにくく感じられる。

なお、不分割積立金に関連するものであ

るが、剰余金処分のあり方に関しては、66

年原則の第４原則に含まれていた「あるメ

ンバーが他のメンバーを犠牲にして利益を

得ることを避けるような方法で分配される

べき」という表現を採用することがより適

切なように思われる。なぜならば、組合員

に分配すべきではない剰余金（例えば、組

合員以外の者との取引に起因した剰余金な

ど）が存在するからである。

第４原則：自治と自立

“Autonomous, self-help organisations” 

を“independent organizations”に改めるな

ど英語の文章を改善する提案がされている

が、むしろ全体として現在の自治と自立の

考え方を弱めるような改正のように思われ

る。

第５原則：教育、研修および広報

この原則は、組織内部の教育・訓練と協

同組合の性質や利点に関し若者や外部の識

者等に伝えるという２つのパラグラフから

構成されている。

タイトルの「Education, Training and 

Public Promotion」を「Education, Training 

and Information」の変更する案が示されて

いる。これは、２段目のパラグラフが、や

やもすればおろそかになっている、という

理由のようである。しかし、このパラグラ

フは、“the general public”の“general”を

不必要な修飾だとして削るだけであり、日

本語的には変更する必要性は感じられない。

第１パラグラフは、組合員、役員、マネ

ージャーが協同組合への関与（engagement）

を強め、かつ、彼らが協同組合の成功とそ

の民主的運営（democratic life）にフルに貢

献できるよう教育・訓練すると、現行の

「協同組合の発展に貢献する」というよりも

強い表現にしている。これは、民主的管理

の第２原則のところで、積極的な運営への

参加を議決権と意見表明という権利だけに

歪曲化するような提案とどのように整合す

るのか疑問である。

第６原則：協同組合間協同

現行の第６原則では、「協同組合は、地

域的、全国的、広域的かつ国際的な組織を

通じて協力することによって、組合員に最

も効果的にサービスを提供し、協同組合運

動を強化する」と定式化されている。これ

に対し、改訂案は、「協同組合は、他の協

同組合のサービスを利用し、共通の目標を

達成するために、地域的、全国的、広域的

かつ国際的な組織を通じて協力し、かつ、

協同組合運動への願望を前進させる場合

に、組合員に奉仕し、協同組合運動を強化

する」と、とりわけ運動を意識した表現に

なっているが、全体として冗長な文章とな

っていてわかりにくい感じを受ける。
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第７原則：地域社会への関与

（Concern for Community）

第７原則は、95年改訂で追加されたもの

で、協同組合の価値観である他者への配慮

や社会的責任といった価値観を反映して、

次のように定式化されている。

「協同組合は、組合員が承認する政策に従

って、地域社会の持続的発展のために活動

する」

他の原則と異なり、第７原則は、協同組

合の社会的役割と目的（objective）について

規定しており、国連等のSDGsとも直接的に

関連する原則の１つであるが、協同組合と

この原則との関係をめぐってはなお議論が

多いところである。

第２次改訂案では、タイトルを“Concern 

for Community”から“Community Engagement”

と、より強い表現に改めると同時に、次のよ

うに再定式化しようとしている。

「協同組合は、組合員が支援する責任ある

ビジネス慣行と政策を通じて、その事業を

展開する地域社会の幸福（wellbeing）と、

すべての人にとって平和で、かつ、公正で

環境的に持続可能な未来のために活動す

る」

その理由は、“Concern for Community”

というタイトルは弱いので、これを強化し、

「コミュニティの関与（community engagement）」

が地域から世界まであらゆるものに及ぶこ

とを認識することを目的にする（フランス

語のタイトルに触発されたというが、日本

語訳では基本的に変わりはないであろう）

こと、また「組合員によって承認された政

策」というのは、大規模な協同組合の実態

に即さないこと、さらに社会的経済や連帯

経済の分野でも、協同組合がそれ以外の企

業や将来を見据えた投資家所有の企業（例

えばB-Corporations）にその地位を譲るこ

とになったり、市場での独自性を失ったり

するのではないかと懸念する人々による改

訂すべきだとする声に応えるためのようで

ある。

しかし、協同組合を設立した目的が「社

会的・文化的なニーズや願望」を満たすこと

を直接的な事業目的にしている社会的協同

組合（労働者協同組合を含む）やそれ以外

の協同組合とでは、この第７原則のもつ意

味合いは大きく異なるうえ、純粋に経済的

目的を追求するための協同組合も存在する

ことを忘れてはならないであろう。

ところで、修正提案は「メンバーによっ

て承認されたポリシーに従って」というフ

レーズを削除しているが、このフレーズは、

基本的に協同組合の外部にあるグループ

が、自分たちの目的のために協同組合を操

作しようとするのではないかという懸念か

らとされ、それは、協同組合が自分たちの

コミュニティとどのように関わるべきかに

ついて、組合員の間で議論を促すことを意

図していた（MacPherson［2012b］）とされ

る。

また、“community”について、わが国で

は「地域社会」と地理的な意味での地域社

会を想定した訳を当てている（もっとも日

本協同組合学会訳では「コミュニティ」と

ルビを付している）が、どのように理解す
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るかは様々である。最近のプラットフォー

ム型協同組合などを想定すると、地域社会

という概念ではくくれないし、地球全体を

１つのコミュニティと解釈することも可能

である。

この原則は、他の原則と異なり、とりわ

けイデオロギー的性格が強いものであり、

協同組合運動の分裂を避けるためにも、現

状においては、その解釈と実践の積み重ね

が重要であって、現行の表現を維持するの

が望ましいように思われる。

95年声明に関するバックグラウンド・ペ

ーパーは、「原則」とは、①協同組合運動

の当初から浸透している価値観から派生し

たもの、②協同組合の組織構造をかたちづ

くるとともに運動の際立った特徴をもつ展

望をつくりだす態度を決定するもの、③協

同組合の原則は、協同組合組織の発展に努

力するための指針（guidelines）であること、

そしてそれは、④本質的に実践的な原則で

あり、哲学的思考（価値観）と同様、何世

代にもわたる経験によって形成されたもの

で、それらは弾力性があり、種々の状況下

にある種々の協同組合に弾力的に適用でき

るものである（MacPherson［1995］p.17）

旨、述べている。

なお、同じペーパーの別の個所では、

「原則は戒律（commandments）以上のもの

で、それは行動の良し悪しの判断と意思決

定のためのガイドラインでもある」とも述

べており、価値観に近い概念として原則が

理解されている。

しかし、いずれにしても価値観はそれを

実践に移すことがなければ意味はない。価

値観と原則は一体のものとして極めて重要

であるが、原則それ自体は価値観の実現を

保証するものではない。また、価値観が変わ

らなくても、環境の変化に対応して（戦術

的）目標が変われば原則は変わりうる（と

りわけ実践的性格をもつ原則についてはそ

うである）ので、そういう意味では価値観

こそより重要だといえる。

ところで、95年声明にいう“Cooperative 

Values”という場合の“values”は、「価

値」そのものではなく「価値観」の意味で

ある。この価値観は、協同組合のメンバーの

なかに見いだせるもので、人々の行動や選

択、意思決定に影響を与える、個人が物事

を判断する際の基準となる物事の捉え方や

感じ方、すなわち指針を指す言葉であり、

物事の客観的な有用性を示す「価値」とは

ニュアンスが異なる。わが国では、これを

「価値」と訳してきているが、これは価値

観と原則との関係を理解しにくいものにし

ている原因の１つとなっている。

95年声明は、レイドローの「イデオロギ

ー上の危機」の提起に続く、その後の協同

組合の基本的な価値観をめぐる議論の結果

である。したがって、それは「協同組合の

原則」を協同組合の価値観という文脈のな

かに位置付ける（MacPherson［2012a］）、

言い換えればそれは協同組合の目指すべき

協同組合運動としての方向性についての定

４　価値観と原則との関係
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式化であるために、協同組合の定義に含ま

れる組織としての目的や機能との関係にお

ける原則の位置づけが不鮮明なものとなっ

ている（MacPherson［2012a］もこのことを

認める）。

なお、「原則（principle）」という言葉は

多義的であり、ICAによってリスト化されて

いる原則には、性格の違うものが混在して

いる。このことは協同組合の価値観や定義

と原則との関係をわかりにくくしている要

因の１つであると考えられるので、最後に

過去の原則改訂の歴史を少し振り返ってお

くこととしよう。

37年の協同組合原則、これは、①オープ

ン・メンバーシップ制（加入・脱退の自由）、

②民主的管理（１人１票）、③利用高配当、

④出資金利子の制限、⑤政治的・宗教的中

立、⑥現金取引、⑦教育促進といった７つ

の原則で成り立っている。このうち、①か

ら④までの４つは、それを欠いては協同組

合ではなくなってしまう本質的な要素で、

⑤から⑦までのものは、これを欠いたとし

ても協同組合の性格を壊してしまう基準と

いうより、本質的ではあるものの実践のた

めの方法であるとしていた。

しかし、ワトキンスは、原則として指定

された最初の４つの項目は、最後の３つと

同じくらいに「方法（methods）」で、７

つの原則すべては、誠実かつ効率的に実行

されれば、協同組合がその性格を維持し、

事業を成功させなくても、少なくとも最も

一般的な失敗の原因のいくつかを回避する

ことを保証する、実践的なルールと呼ばれ

る方が適切である（Watkins［1986］）と指

摘した。そして、この考え方は66年原則、

95年原則でも維持されている。

しかし、ワトキンスも原則を区分する意

味を全く認めなかったわけではなく、また

レイドローの議論を引き継いだベークは、

具体的な内容には言及していないが、原則

を「協同組合の基本的原則」と「基本的実

践（のルール）」という種類の原則に分け

ることを提案している（Watkins［1986］，

Böök［1992］）。

また、マクファーソンは、①自発的で開

かれた組合員制、②組合員による民主的管

理、③組合員の経済的参加は、基本的にあ

らゆる種類の協同組合にもあてはまる内部

の関係（internal dynamics）を扱ったもので

あり、残りの４つは協同組合内部の運営と

協同組合と外部との関係の両方に向けられ

ているとし（MacPherson［1995］）、95年声

明を採択した大会のスピーチのなかで、最

初の３つの原則は、組合員の視点から扱っ

た（価値観も同様）ものであると述べてい

る（MacPherson［2007］）。したがって、そ

れは、程度の差こそあるものの、それを欠

いては協同組合としての組織特性を失って

しまう基本的な原則であるととらえること

ができよう。

協同組合運動の指導者や理論家たちは、

協同組合は単なる企業ではなく、経済的目

５　協同組合原則に関する
　　別の視点　　　　　　
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的と社会的目的をあわせもった企業である

として、その二重の目的によって一般の法

人や資本主義的企業から区別されるという

教義（doctrine）を強調してきた（Laidlaw

［1980］p.38）。

この協同組合の二重性は、協同組合のイ

デオロギーの核心を形成するものである

（Zamagni & Zamagni［2010］，Puusa et 

al.［2013］［2016］）といえるにしても、社

会福祉や医療・介護などの社会的な目的の

ための事業をもっぱら行う労働者協同組合

や最初から社会的目的の活動を行う目的で

設立される社会的協同組合とそれ以外の協

同組合とを同列に論じることはできないで

あろう（Birchall［2017］）。協同組合運動

という側面を別にすると、現実の個々の協

同組合は、主として経済的目的のための組

織であり、仮に事業の対象が社会的目的の

ために向けられている社会的協同組合であ

っても、メンバーが当該協同組合の提供す

るサービス（労働者協同組合にあっては労

働の機会）の受益者とならない組織という

ものは、もはや協同組合とはいえないから

である（Münkner［2015］）。

協同組合は人々の結合体（アソシエーシ

ョン）であると同時に企業（enterprise）と

いう二重の組織的性格を有しているといえ

るが、純粋に経済的目的のみを追求する協

同組合というものは多く存在するし、それ

らは社会的目的をもたないからといって、

協同組合でなくなるわけではない。しかし、

協同組合が経済的な目的のみをもって結成

されるとしても、それは人間中心の経済を

追求する組織として社会的な影響力をもっ

ている。

協同組合には、メンバー相互間や協同組

合原則に由来する非経済的なメリットも本

来的に備わっており、とりわけ地域に根ざ

した協同組合にあっては地域に労働の機会

を提供するし、とりわけ地域の人的・物的・

環境的資源を動員する事業を行う場合には、

意識する・しないにかかわらず、様々な社会

的な機能や役割を果たすことになる。経済

学的な言い方をすれば、協同組合には市場

の外部性を内部化する（Novkovic［2008］）

要素が備わっているので、社会的目的を排

除する必要はない。

また、協同組合の起源がまちまちである

ように、組合員が共有する価値観は、協同

組合のタイプによっても異なるし、それぞ

れの国の政治的、経済的、社会的さらには

文化的背景によっても異なる。さらに、経

済的目的というものは変わらなくても協同

組合の機能（役割）というものは、政治的、

経済的、社会的さらには技術的環境変化に

よって変わる（Szabó［2007］）ことがあり、

原則の具体的な解釈・適用についても当然

に変わりうる。また、同じタイプの協同組

合であってもメンバーが共有する価値観は

異なるし、加入するメンバーの動機も決し

て同じだとはいえない。また、協同組合に

よって何を最も重要な原則であると考える

かという点に関しても、同様のことがいえ

る（Novkovic［2006］，Szabó［2007］，

Oczkowski［2013］，Rabong & Radakovics

［2020］，Hansen［2024］）。
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そのため、協同組合の原則はできるだけ

簡素で柔軟なものが望ましいといえる。そ

して、その原則は、他の企業形態とは基本

的に異なるすべての協同組合に共通する組

織的特性、すなわちそれを欠いてしまえば

協同組合ではなくなってしまうものと、そ

れ以外のものとを区別して整理することは、

協同組合を一般の人たちが理解しやすいも

のとするためにも不可欠であろう。

こうした視点にたって原則を体系化しよ

うとすれば、それは協同組合の組織と協同

組合とそのメンバーとの関係をどうかたち

づくるかということになろう。

組織の構造は、その組織の目的（目標）

に従属する性格のものであり、協同組合の

原則は、第一義的には、組織の目的を効果

的に達成するためのものとして、その目的

や機能との関連において整理することであ

る。そのためには、協同組合にとって不可

欠である固有の「原則」と、仮にそれを欠

いたとしても協同組合であることに変わり

はない「原則」とに区分して、再定式化す

る方向で検討することが望ましい（Dunn

［1988］，Nilsson［1996］，Birchall［2011］，

Reynolds［2014］，Münkner［2015］）。そし

て、それは協同組合の定義から派生するも

の、ないしは定義が含意し、定義に内在し

ている要素を抽出し定式化することだとい

えよう。

その１つの例として、多くの経済学者の

支持を受けている、アメリカ農務省による

協同組合原則、すなわち①利用者が所有し、

②利用者が管理する、③利用者が便益を受

ける、という伝統的な三位一体的特質に即

した「原則」を中心として考えるのが有益

であろう。この農務省の「協同組合原則」

は、ロッチデール原則から慣行（ベスト・

プラクティス）といったものを取り除いた

もので、「原則」というよりも「定義」

に近い定式化となっている（Reynolds

［2013］）。ただし、この原則は経済的な視

点による「原則」であり、これだけで協同

組合の特性をすべて説明できるわけではな

い。しかし、ICAの95年声明における定義

との相違ということでいえば、基本的な違

いは人間中心の経済的組織としての資本に

よる支配の排除と民主的管理という点が明

示的には欠けているくらいであろう。

このように考えたとしても、アメリカ農

務省の「原則」とICA声明の「原則」とは

二律背反の関係にあるわけではない

（Reynolds［2013］）ので、ICAの原則をそ

の定義との関係で再整理をし、再定式化す

ることで矛盾を生ずることはないであろう。

ICAによると、世界には人類の12％以上

が加入する約300万の協同組合があり、世界

の労働人口の約10％に雇用の機会を提供し

ている。さらに大規模な協同組合（相互会

社を含む）のトップ300の売上高は、約2.8

兆USドル（World Cooperative Monitor

［2025］）と、経済的にも大きな影響力をもっ

ている。

また、日本は世界的に見ると協同組合大

おわりに
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国の１つであり、日本協同組合連携機構

（JCA）によると、わが国の第１次の協同組

合組織の数は、約４万で、それらの組合員

総数（単純集計）は、合計で、１億835万人

とされる（2022事業年度版・協同組合統計

表）。集計対象とされていない協同組合も

あり、多くが世帯単位での加入である現状

を考えると、国民のほとんどが協同組合に

かかわっているといえる状況であるといえ

よう。

しかし、こうした事情にありながら、協

同組合が適切に認知されているとはいえな

い現状なのは、なぜなのであろうか。それ

には様々な理由が考えられるが、大きな理

由は、新たに協同組合を立ち上げる場合を

除き、ほとんどの協同組合は、現在の組合

員にとっては他の資本主義的企業と同じく、

すでにそこにある存在であり、市場経済に

おける単なる１つのプレーヤーとして認識

されているにすぎないという実態の存在で

あろう。日常の業務や組織運営における協

同組合の価値観と原則との関係性は明瞭で

はなく、ギャップも多い（Szabó ［2006］，

Novkovic［2008］，Ghauri et al.［2021］，

Saastamoinen et al.［2024］）とすれば、な

おさらであろう。

さらに、人々の認識の枠組みは、それを

形成している学問的知識や経験から成り立

っており、そしてそれはその基礎となって

いる政治的、経済的、社会的さらには文化

的などあらゆる環境の影響から逃れること

はできないので、今日の環境のもとでは協

同組合とは何かは、意識的にその性格を理

解しようとするのでなければ、理解が深ま

らない。こうした事情は、ICAの原則を改

訂したからといって容易に変わるものでは

ないことは想像できよう。

今般の95年声明の見直しに関する結論

は、来るべきICA大会での議論を経て結論

が出されることになるが、その時期に関し

ては、ICAの理事会の判断に委ねられてい

る。今般の見直し議論の背景としては、95

年以降の経済・社会のグローバル化のさら

なる進展と様々な社会・経済的諸問題（環

境問題を含む）の発生・拡大があり、また

労働者協同組合を含む社会的協同組合の普

及・発展、さらには情報通信技術の急速な

進展や人々の価値観の変化のなかでのギグ

ワークの増大、それへの対応としてのプラ

ットフォーム協同組合など、新たなタイプ

の協同組合の誕生などがある（Wilson et al. 

［2021］）。

しかし、情報技術の革新と人々の価値観

の変化の程度など、95年当時には見通せな

かったにしても、95年声明を見直すにあた

っては、まずもって、現行の95年声明がど

のように機能してきたのか、そしてそれは

その後の環境変化のなかで耐え得ないもの

となったかなどの検証が必要であろう。そ

のためには、世界中の協同組合が95年声明

の内容を現実にどのように受け止め、どの

ように実践してきたのかということの検

証・評価が重要で、それなくしては、改訂

作業は単なる作文に終わってしまい、あま

り意味をなさないものとなるように思われ

る。
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人間中心の経済組織である協同組合の中

心にいるのは、あくまでも組合員である。

そのためには、「協同組合」という言葉や

国連等での協同組合の評価・期待に満足す

ることなく、協同組合原則の見直しの議論

を契機にして、各組織内で、共有する価値

観は何なのか、何を最も大事にしてきたの

か、そして今後何を大事にすべきなのか、と

いった議論を尽くすことが、原則見直しそ

のものの議論よりも重要である。そうでな

ければ、組合員、ましては組合員以外の一

般の人たちに協同組合を正しく理解しても

らうことは困難だからである。

協同組合運動のリーダーや経営層の人た

ちには、単に外に向かって発信するだけで

なく、協同組合と組合員との間における議

論を組織し、協同組合についての理解を深

めるために努力することが求められている

といえよう。
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